
　
地
震
や
台
風
、豪
雨
な
ど
自
然
災
害
は
さ
ま

ざ
ま
な
種
類
が
あ
り
ま
す
が
、田
野
畑
で
最
も

心
配
さ
れ
る
災
害
は
地
震
と
そ
れ
に
伴
っ
て
起

こ
る
可
能
性
の
あ
る
津
波
。村
は
明
治
２９
年
と

昭
和
８
年
に「
三
陸
大
津
波
」と
い
う
大
災
害

を
経
験
し
て
は
い
る
も
の
の
、地
形
や
時
代
な

ど
緒
要
因
の
か
か
わ
り
合
い
に
よ
り
、必
ず
し

も
過
去
の
教
訓
が
生
か
さ
れ
る
と
は
限
り
ま

せ
ん
。今
の
時
代
に
則
し
た
防
災
の
在
り
方
と

は
―
。こ
の
難
問
に
、村
で
は
ハ
ー
ド
、ソ
フ
ト
両

面
か
ら
対
策
を
進
め
て
い
ま
す
。 

　
ハ
ー
ド
面
で
の
対
策
は
、平
成
１７
年
に
運
用

を
開
始
し
た「
地
震
情
報
等
情
報
シ
ス
テ
ム
」

が
あ
り
ま
す
。こ
れ
は
震
度
３
以
上
の
地
震
を

感
知
し
た
時
に
情
報
連
絡
施
設
を
通
じ
、避

難
勧
告
や
指
示
を
自
動
放
送
す
る
シ
ス
テ
ム
。

放
送
は
、屋
外
拡
声
機
や
６
つ
の
集
落
ご
と
に

設
置
さ
れ
た
消
防
防
災
セ
ン
タ
ー
の
ほ
か
、村

内
の
ほ
ぼ
全
世
帯（
約
１
５
０
０
戸
）に
も
戸
別

受
信
機
を
設
置
し
て
、ど
ん
な
場
所
に
い
て
も

村
民
が
情
報
を
入
手
で
き
る
体
制
を
整
え
て
い

ま
す
。 

　
ま
た
、津
波
に
よ
る
被
害
が
心
配
さ
れ
る
島

越
・
羅
賀
地
区
で
は
、防
潮
堤
の
改
修
や
防
波

堤
の
嵩
上
げ
工
事
な
ど
を
継
続
し
て
実
施
し

て
い
ま
す
。 

　
ソ
フ
ト
面
で
の
対
策
は
、防
災
訓
練
や
防
災

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
に
よ
る
啓
発
活
動
で
す

が
、そ
れ
以
上
に
重
要
視
し
て
い
る
の
が
住
民

に
よ
る
自
主
防
災
組
織
の
確
立
。断
崖
や
沢
な

ど
入
り
組
ん
だ
地
形
の
田
野
畑
で
は
物
理
的

な
連
携
が
難
し
く
、各
地
の
住
民
が
全
員
で
災

害
に
対
処
す
る
以
外
に
な
い
か
ら
で
す
。防
災

意
識
が
高
い
島
越
、羅
賀
・
明
戸
地
区
で
は
す
で

に
自
主
防
災
組
織
が
結
成
さ
れ
、独
自
で
避
難

路
も
整
備
。他
地
域
で
も
消
防
団
を
中
心
に
、

共
同
で
災
害
に
対
処
す
る
取
り
組
み
が
始
ま
っ

て
い
ま
す
。 

　
ま
た
、総
合
的
な
交
通
安
全
対
策
の
推
進
と

犯
罪
の
な
い
村
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
て
、交
通

安
全
・
地
域
安
全
活
動
も
積
極
的
に
展
開
し
て

い
ま
す
。 

　
自
分
の
命
は
自
分
で
守
る
。住
民
の
高
い
危

機
意
識
が
、田
野
畑
の
防
犯
・
防
災
シ
ス
テ
ム
を

支
え
て
い
ま
す
。 

自動放送 
までの流れ 

1震度3以上の地震発生 

3屋外・戸別受信機で放送 

自動作動 震度 3

2役場の震度計が感知 




日頃から厳しい訓練を重ね、災害時の消火活動や救出活動に従事する消防団 

Peace ＆ 
Safety

【安心・安全】 
キーワード  

明
治
・
昭
和
の
大
津
波
を
経
験
し
た
田
野
畑
で
は
、 

現
在
で
も
災
害
に
対
す
る
取
り
組
み
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

自
主
防
災
組
織
の
結
成
や
地
震
発
生
時
に 

自
動
で
状
況
を
放
送
す
る
シ
ス
テ
ム
導
入
な
ど
、 

現
代
の
知
恵
を
多
用
し
安
全
な
村
づ
く
り
を
進
め
て
い
ま
す
。 

　「地震情報等情報システム」は、震度３以上の地

震を役場の震度計が感知した場合に自動的に作動。

屋外・戸別受信機にアナウンスが流れます。震度３、

４の場合はチャイムなしで地震の発生と避難勧告に

ともなう確認事項をくりかえし放送。震度５以上の場

合はサイレン吹鳴のあと避難指示についての情報が

行われます。なお村の地域防災計画では、震度３、４

と津波注意報・警報時は「避難勧告」、震度５以上と

大津波警報時は「避難指示」を発令することが定め

られています。 
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